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三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部改正する訓令を次のように定めます｡
平成15年12月24日

三重県教育委員会教育長 土 橋 伸 好
三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部改正する訓令

三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部を次のように改正する｡
別表第２ (５) の表中､

｢

1

訓 令 ○ 三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部を改正する訓令 …… 企 画 チ ー ム １頁
お知らせ ○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部改正 ………………… 人材政策チーム ５頁

○ 公立学校職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 …………… 給 与 チ ー ム ５頁
○ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例 ………………………………… 高校教育チーム ７頁

18 公立学校教
職員の任免
に関する事
務

１ 地方公務員法第６条の規定による
県立学校教職員の任免� 教諭､ 助教諭､ 養護教諭､ 養護
助教諭､ 講師 (常勤の者に限る｡)､
実習助手､ 寮母､ 事務職員､ 技術
職員､ 学校司書及び学校栄養職員
に係るもの (上記のうち､ 本庁の
課長補佐級以上に相当するものを
除く｡ 以下 ｢一般教職員｣ という｡)

○� 現業職員に係るもの (臨時的任
用職員を除く｡)

○� 臨時的任用職員 (単純な労務に
従事する職員を除く｡) に係るもの

○

２ 地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第37条の規定による市町村
立小中学校の県費負担教職員の任免� 一般教職員に係るもの

ア 採用方針の決定 ○



教育公報 号 外
平成15年12月24日発行

｣
を
｢

2

イ 採用 ○

ウ ア及びイ以外のもの ○
各教育事
務所� 女子教職員の出産に際しての補

助教職員の確保に関する法律 (昭
和30年法律第125号) 第３条の規定
による臨時的任用職員に係るもの

○
各教育事
務所� 臨時的任用職員 (前号に掲げる

臨時的任用職員を除く｡) に係るも
の

○� 非常勤講師及び事務嘱託員に係
るもの

○

18 公立学校教
職員の任免
に関する事
務

１ 地方公務員法第６条の規定による
県立学校教職員の任免� 教諭､ 助教諭､ 養護教諭､ 養護
助教諭､ 講師 (常勤の者に限る｡)､
実習助手､ 寮母､ 事務職員､ 技術
職員､ 学校司書及び学校栄養職員
に係るもの (上記のうち､ 本庁の
課長補佐級以上に相当するものを
除く｡ 以下 ｢一般教職員｣ という｡)

○� 現業職員に係るもの (臨時的任
用職員を除く｡)

○� 臨時的任用職員 (単純な労務に
従事する職員を除く｡) に係るもの

○

２ 地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第37条の規定による市町村
立小中学校の県費負担教職員の任免� 一般教職員に係るもの

ア 採用方針の決定 ○

イ 採用 ○

ウ ア及びイ以外のもの ○
各教育事
務所
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� 教育公務員特例法 (昭和24年法
律第１号) の適用を受ける臨時的
任用職員及び女子教職員の出産に
際しての補助教職員の確保に関す
る法律 (昭和30年法律第125号) 第
３条の規定による臨時的任用職員
に係るもの

○
各教育事
務所� 前号に掲げる以外の臨時的任用

職員に係るもの
○� 非常勤講師及び事務嘱託員に係

るもの
○

各教育事
務所

25 地方公務員
の育児休業
等に関する
法律 (平成
３年法律第
110号) の
施行に関す
る事務

１ 法第２条第１項ただし書の規定に
よる承認� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

２ 法第２条第２項の規定による承認� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○
各教育事
務所

３ 法第３条第１項の規定による期間
延長の承認� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

４ 法第５条第２項の規定による承認
の取消� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

５ 法第６条の規定による臨時的任用
職員の任免

○
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附 則
この訓令は､ 平成16年１月１日から施行する｡

4

６ 県立学校教職員にかかる法第19条
の規定による部分休業の承認

○

25 地方公務員
の育児休業
等に関する
法律 (平成
３年法律第
110号) の
施行に関す
る事務

１ 法第２条第１項ただし書の規定に
よる承認� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

２ 法第２条第２項の規定による承認� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○
各教育事
務所

３ 法第３条第１項の規定による期間
延長の承認� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

４ 法第５条第２項の規定による承認
の取消� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

５ 法第６条の規定による臨時的任用
職員の任免� 県立学校教職員に係るもの ○� 小中学校教職員に係るもの ○

各教育事
務所

６ 県立学校教職員にかかる法第19条
の規定による部分休業の承認

○
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平成15年12月19日付け三重県公報第1533号により公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正

の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 (三重県条例第62号) 及び三重県立高等学校条例の一部を改正
する条例 (三重県条例第63号) が､ 次のように公布されました｡
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三重県人事委員会規則
する規則 第８号 ､ 並びに､ 平成15年12月24日付け三重県公報号外により公立学校職員

三重県教育委員会規則( )
公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 五 年 十 二 月 二 十 四 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 一 条 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 十 条 第 一 項 中 ｢ 第 二 十 三 条 第 三 項 ｣ を ｢ 第 二 十 三 条 第 二 項 ｣ に 、 ｢ 待 機 日 数 ｣ を ｢ 待 期 日 数 ｣ に 改 め 、 同

条 第 四 項 中 ｢ 第 二 十 三 条 第 三 項 ｣ を ｢ 第 二 十 三 条 第 二 項 ｣ に 改 め 、 同 条 第 八 項 中 ｢ 再 就 職 手 当 、 常 用 就 職 支

度 金 ｣ を ｢ 就 業 促 進 手 当 ｣ に 改 め 、 同 項 第 三 号 の 二 を 削 り 、 同 項 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

四 職 業 に 就 い た 者 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 就 業 促 進 手 当 の 額 に 相 当 す る 金 額

第 十 条 第 十 項 中 ｢ 又 は 第 三 号 の 二 ｣ を 削 り 、 同 条 第 十 二 項 を 同 条 第 十 三 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 中 ｢ 第 十 条

の 三 ｣ を ｢ 第 十 条 の 四 ｣ に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 二 項 と し 、 同 条 第 十 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

11 第 八 項 第 四 号 に 掲 げ る 退 職 手 当 の 支 給 が あ つ た と き は 、 第 一 項 、 第 三 項 又 は 第 八 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 退 職 手 当 ご と に 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 数 分 の 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 の 支 給 が あ つ た も の と み な す 。

一 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 第 一 号 イ に 該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 当

該 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け た 日 数 に 相 当 す る 日 数

二 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ロ に 該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 当

該 就 業 促 進 手 当 に つ い て 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 基 本 手 当 を 支 給 し た も の と み な さ れ る 日 数 に 相 当 す る

日 数

附 則 第 十 六 項 中 ｢ 同 法 第 十 五 条 に 規 定 す る ｣ を ｢ 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 の 債 務 等 の 処 理 に 関 す る 法 律

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県

条 例 第 二 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。

平 成 十 五 年 十 二 月 十 九 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 壽

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗�����������������������
公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 七 年 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

改 正 す る 。

第 十 二 条 第 十 二 号 中 ｢ 小 学 校 ｣ を ｢ 中 学 校 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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( 平 成 十 年 法 律 第 百 三 十 六 号 ) 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 解 散 前 の ｣ に 改 め る 。

附 則 第 十 七 項 中 ｢ 、 第 六 条 の 規 定 に か か わ ら ず ｣ を 削 り 、 ｢ 百 分 の 百 十 ｣ を ｢ 百 分 の 百 四 ｣ に 改 め る 。

附 則 第 十 八 項 中 ｢ 三 十 五 年 を 超 え 三 十 八 年 以 下 ｣ を ｢ 三 十 六 年 ｣ に 改 め る 。

附 則 第 二 十 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

22 平 成 十 年 十 月 二 十 一 日 に 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 の 債 務 等 の 処 理 に 関 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 解 散 前 の 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 ( 以 下 ｢ 旧 事 業 団 ｣ と い う 。) の 職 員 と し て 在 職 す る 者 ( 同 法 附 則

第 二 十 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 日 本 国 有 鉄 道 改 革 法 等 施 行 法 ( 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 三 号 ) 第 三 十 六

条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 者 に 限 る 。) が 、 引 き 続 い て 独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構

法 ( 平 成 十 四 年 法 律 第 百 八 十 号 ) 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 解 散 前 の 日 本 鉄 道 建 設 公 団 ( 以 下 ｢ 旧 公

団 ｣ と い う 。) の 職 員 と な り 、 か つ 、 引 き 続 き 旧 公 団 の 職 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 い て 職 員 と な つ た 場 合

に お け る そ の 者 の 退 職 手 当 の 算 定 の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 そ の 者 の 旧 国 有 鉄 道 の 職 員 と

し て の 在 職 期 間 、 旧 事 業 団 の 職 員 と し て の 在 職 期 間 及 び 旧 公 団 の 職 員 と し て の 在 職 期 間 を 職 員 と し て の 引

き 続 い た 在 職 期 間 と み な す 。 た だ し 、 そ の 者 が 旧 事 業 団 又 は 旧 公 団 を 退 職 し た こ と に よ り 退 職 手 当 ( こ れ

に 相 当 す る 給 付 を 含 む 。) の 支 給 を 受 け て い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

( 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

第 二 条 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 八 年 三 重 県 条 例 第 四 十 四 号 )

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 五 項 中 ｢ 第 六 条 並 び に ｣ を 削 り 、 ｢ 百 分 の 百 十 ｣ を ｢ 百 分 の 百 四 ｣ に 改 め る 。

附 則 第 六 項 中 ｢ 三 十 五 年 を 超 え 三 十 八 年 以 下 ｣ を ｢ 三 十 六 年 ｣ に 改 め る 。

附 則 第 七 項 中 ｢ 、 第 五 条 の 二 及 び 第 六 条 ｣ を ｢ 及 び 第 五 条 の 二 ｣ に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す

る 。
一 第 一 条 中 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 附 則 第 十 七 項 及 び 第 十 八 項 の 改 正 規 定 、 第 二 条 の 規 定 並

び に 附 則 第 十 一 項 及 び 第 十 二 項 の 規 定 平 成 十 六 年 一 月 一 日

二 附 則 第 十 三 項 の 規 定 平 成 十 七 年 一 月 一 日

( 経 過 措 置 )

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 ( 以 下 ｢ 施 行 日 ｣ と い う 。) 前 に 退 職 し た 職 員 に 係 る 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立

学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ( 以 下 ｢ 新 条 例 ｣ と い う 。) 第 十 条 の 規 定 に よ る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 に

つ い て は 、 次 項 か ら 第 五 項 ま で に 定 め る も の を 除 き 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 条 例 第 十 条 第 八 項 第 四 号 及 び 第 十 一 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 職 業 に 就 い た 者 に 対 す る 同 号 に 掲 げ る 退

職 手 当 の 支 給 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 職 業 に 就 い た 者 に 対 す る 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 ( 以 下 ｢ 旧 条 例 ｣ と い う 。) 第 十 条 第 八 項 第 三 号 の 二 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 退 職 手 当

の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 施 行 日 前 に し た 偽 り そ の 他 の 不 正 行 為 に よ っ て 新 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け

た 者 に 対 す る そ の 失 業 者 の 退 職 手 当 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 す る こ と 又 は そ の 失 業 者 の 退 職 手 当 の 額 に 相 当 す

る 額 以 下 の 金 額 を 納 付 す る こ と の 命 令 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 新 条 例 第 十 条 第 十 二 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 偽 り の 届 出 、 報 告 又 は 証 明 を し た 事 業 主 又 は 職 業 紹 介 事 業

者 等 ( 雇 用 保 険 法 ( 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ) 第 十 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 職 業 紹 介 事 業 者 等 を い う 。)

に 対 し て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 偽 り の 届 出 、 報 告 又 は 証 明 を し た 事 業 主 に 対 す る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 支 給 を 受

け た 者 と 連 帯 し て 新 条 例 第 十 条 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 返 還 又 は 納 付 を 命 ぜ ら れ た 金 額 の

納 付 を す る こ と の 命 令 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

６ 前 四 項 の 場 合 に お い て 、 施 行 日 の 前 日 ま で に 退 職 し た 職 員 に 関 す る 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日

ま で の 間 に お け る 旧 条 例 第 十 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 ( 同 条 第 四 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。) 中 ｢ 雇 用 保 険 法 ( 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 )｣ と あ る の は

｢ 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 五 年 法 律 第 三 十 一 号 ) に よ る 改 正 前 の 雇 用 保 険 法 ( 以 下 ｢ 旧 雇

用 保 険 法 ｣ と い う 。)｣ と 、 同 項 第 二 号 並 び に 同 条 第 三 項 、 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 、 第 十 一 項 及 び 第 十 二 項 中

｢ 雇 用 保 険 法 ｣ と あ る の は ｢ 旧 雇 用 保 険 法 ｣ と す る 。

７ 附 則 第 二 項 、 第 三 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 退

職 し た 職 員 の う ち 旧 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 受 け る こ と が で き る 者 の 失 業 者 の 退 職 手 当 の 額 は 、

三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 県 委 員 会 ｣ と い う 。) が 三 重 県 人 事 委 員 会 ( 以 下 ｢ 人 事 委 員 会 ｣ と い う 。) と 協 議
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し て 定 め る と こ ろ に よ る 。

８ 附 則 第 二 項 、 第 三 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 十 五 年 五 月 一 日 前 に 退 職 し た 職 員 が 平 成 十 五 年 五

月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 職 業 に 就 い た 場 合 は 、 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 五 年 法

律 第 三 十 一 号 ) 附 則 第 八 条 に 規 定 す る 就 業 促 進 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 新 条 例 第 十 条 第 八 項 第 四 号 に 掲 げ る 就 業

促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 を 支 給 す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 者 の う ち 旧 条 例 第 十 条 第 八 項 第 三 号 の 二 又 は 第 四

号 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 受 け る こ と が で き る も の の 失 業 者 の 退 職 手 当 の 額 は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議

し て 定 め る と こ ろ に よ る 。

９ 平 成 十 五 年 五 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 退 職 し た 職 員 に 対 し て 、 当 該 期 間 内 に 旧 条 例 第 十 条 の 規 定

に よ り 支 払 わ れ た 退 職 手 当 は 、 附 則 第 七 項 の 規 定 に よ る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 内 払 と み な す 。

10 平 成 十 五 年 五 月 一 日 前 に 退 職 し 、 同 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に 職 業 に 就 い た 職 員 に 対 し て 、 当 該 期 間 内

に 旧 条 例 第 十 条 の 規 定 に よ り 支 払 わ れ た 退 職 手 当 は 、 附 則 第 八 項 の 規 定 に よ る 失 業 者 の 退 職 手 当 の 内 払 と み な

す 。

11 平 成 十 六 年 一 月 一 日 か ら 平 成 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 新 条 例 附 則 第 十 七 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 項 中 ｢ 額 は ｣ と あ る の は ｢ 額 は 、 第 六 条 の 規 定 に か か わ ら ず ｣ と 、 ｢ 百 分 の 百 四 ｣ と あ る の は ｢ 百

分 の 百 七 ｣ と す る 。

12 平 成 十 六 年 一 月 一 日 か ら 平 成 十 六 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 五 項 ( 同 条 例 附 則 第 六 項 又 は 第 七 項 に お い て 例 に よ

る 場 合 を 含 む 。) 及 び 同 条 例 附 則 第 六 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 例 附 則 第 五 項 中 ｢ 第 五 条 の 二 ま で 及 び ｣

と あ る の は ｢ 第 五 条 の 二 ま で 及 び 第 六 条 並 び に ｣ と 、 ｢ 百 分 の 百 四 ｣ と あ る の は ｢ 百 分 の 百 七 ｣ と 、 同 条 例 附

則 第 六 項 中 ｢ 三 十 六 年 ｣ と あ る の は ｢ 三 十 五 年 を 超 え 三 十 七 年 以 下 ｣ と 、 同 条 例 附 則 第 七 項 中 ｢ 及 び 第 五 条 の

二 ｣ と あ る の は ｢ 、 第 五 条 の 二 及 び 第 六 条 ｣ と す る 。

13 当 分 の 間 、 四 十 四 年 を 超 え る 期 間 勤 続 し て 退 職 し た 者 で 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 四 条 の 規 定

に 該 当 す る 退 職 を し た も の に 対 す る 退 職 手 当 の 額 は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 者 が 同 条 例 第 五 条 の 規 定

に 該 当 す る 退 職 を し た も の と し 、 か つ 、 そ の 者 の 勤 続 期 間 を 三 十 五 年 と し て 同 条 例 附 則 第 十 七 項 の 規 定 の 例 に

よ り 計 算 し て 得 ら れ る 額 と す る 。

14 こ の 附 則 に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 伴 い 必 要 な 経 過 措 置 は 、 規 則 ( 県 委 員 会 及 び 人 事 委 員 会

が 共 同 で 定 め る 規 則 を い う 。) で 定 め る 。

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 五 年 十 二 月 二 十 四 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中

｢ ｜｜ 三 重 県 立 南 勢 高 等 学 校 ｜｜ 度 会 郡 南 勢 町 ｜｜ 全 日 制 ｜｜ ｣ を

｢ ｜｜ 三 重 県 立 南 勢 高 等 学 校 ｜｜ 度 会 郡 南 勢 町 ｜｜ 全 日 制 ｜｜

｜｜ ｜｜ ｜｜ ｜｜

｜｜ 三 重 県 立 南 伊 勢 高 等 学 校 ｜｜ 度 会 郡 南 勢 町 ｜｜ 全 日 制 ｜｜

｜｜ ｜｜ ｜｜ ｜｜

｜｜ 同 度 会 分 校 ｜｜ 度 会 郡 度 会 町 ｜｜ 全 日 制 ｜｜ に 、

｜｜ ｜｜ ｜｜ ｜｜

｜｜ 同 南 島 分 校 ｜｜ 度 会 郡 南 島 町 ｜｜ 全 日 制 ｜｜ ｣
｢ 三 重 県 立 伊 勢 実 業 高 等 学 校 ｣ を ｢ 三 重 県 立 伊 勢 ま な び 高 等 学 校 ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 に 基 づ き 設 置 さ れ る 学 校 へ の 入 学 に 係 る 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も

行 う こ と が で き る 。

３ こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 三 重 県 立 伊 勢 実 業 高 等 学 校 に 在 学 し て い る 者 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に

三 重 県 立 伊 勢 ま な び 高 等 学 校 に 在 学 し て い る も の と す る 。
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